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１　総括

 (1) 人件費の状況（普通会計決算）

 (2) 職員給与費の状況（普通会計決算）

　　　 Ａ
人

１　職員手当には退職手当を含まない
      　　 ２　職員数は、令和4年4月1日現在の人数である。また、任期付短時間勤務職員（再任用職員（短時間勤務））

(3) ラスパイレス指数の状況

３　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものである。

  及び会計年度任用職員を含まない。

（注）

３　給与費については、任期付短時間勤務職員（再任用職員（短時間勤務））の給与費が含まれており、
　職員数には当該職員を含んでいない。

（注） １ ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、国の職

R4 224 773,257 84,139 278,590 1,135,986

職員手当 期末・勤勉手当 計　　　　Ｂ

1,974,596 12.6%

 給与費  Ｂ／Ａ

千円 千円 千円

給　　　与　　　費 一人当たり （参考）
類似団体平均

一人当たり給与費

年度 千円
給　 料

千円

R4 15,634 15,694,800 298,856
年度 人　　　　　　　　千円　　　　　千円

人件費率 （参考）
　　　　　　Ｂ　　　　　Ｂ／Ａ　　　（令和5年1月1日）

能登町の給与・定員管理等について

区　分 住民基本台帳人口 歳出額　 実質収支 人件費

5,071

        ％

5,664

　員数（構成）を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職棒給表（一）適用職員の
　棒給月額を100として計算した指数。

12.4
　　　　　千円

千円

区分 職員数

　　　　　　Ａ R3年度の人件費率
　　　　　　　　　　　％

２（）書きの数値は、地域手当補正後ラスパイレス指数を指す。地域手当補正後ラスパイレス指数とは、地域手
加味した地域における国家公務員と地方公務員の給与水準を比較するため、地域手当の支給率を用いて補正した
パイレス指数。

※R4年4月1日のラスパイレス指数が、①3年前に比べ1ポイント以上上昇している場合、②3年連続で上昇して
いる場合、③3年連続で100を超えている場合について、その理由及び改善の見込み

（補正前のラスパイレス指数×（１＋当該団体の地域手当支給率）／（１＋国の指定基準に基づく地域手当支給率）により算出。）
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(4) 給与改定の状況
能登町は人事委員会を設置しておりません

(5) 給与制度の総合的見直しの実施状況について

　　　　①給料表の見直し

　　　　　[　実施　　　未実施　]

（給料表の改定実施時期）　令和4年4月1日
(内容）

　　　　②その他の見直し内容

２　職員の平均給与月額、初任給等の状況
 (1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（令和5年4月1日現在）
　　　　①一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

　　　　②技能労務職

歳 人 円 円 円 歳 円

-

-

-

-

-

-

〇初任給及び若年層の給料月額を引上げ。平均改定率（全体）0.3％（初任給については、大卒3,000円程
度、
　高卒4,000円の引上げ）
〇勤勉手当の引上げ。一般職：年間4.30月→4.40月（0.1月分引上げ）

-

-

-

-

404,015

類似団体 41.9 306,346 364,711 335,794

国

国

類似団体

350,885 331,645

石川県 42.2 318,903 402,307 352,055

43.4

実施内容

-

-

-

-

42.4 322,487 -

-297,44350.5 7 285,072 305,642

51.2 1,941 286,942 - 329,178 -

-

-石川県 55.4 128 298,639 330,940 310,179

- -
うち
その他

52.7 12 247,650 274,028

-

251,950

47.3 310,800 0.79
うち
校務員

45.3 7 233,114 251,028 245,128

- - -
うち清掃
職員

51.6 4 214,175 246,825 226,800 廃棄物処理業
従業員

能登町
50.3 23 237,404 263,095 245,482

区分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額
平均給与月額

（国比較ベース）

区　分
公　　務　　員 民　　間

能登町

対応する民間
の類似職種

参　考
平均
年齢

職員数
平均給料

月額
平均給与
月額（A)

平均給与月額
(国比較ベース)

平均
年齢

平均給与
月額（B)

Ａ／Ｂ

313,122

【概要】国の給与制度の総合的見直しにおいては、俸給表の水準の平均2%の引下げ及び地域手当の支給割
合の見直し等に取り組むとされている。
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円 円

　　　　③医療職（一）

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

※ 医療職（一）は、病院に勤務する医師及び歯科医師が該当します。

　　　　④医療職（三）

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

※ 医療職（三）は、病院に勤務する看護師などが該当します。
１　 「平均給料月額」とは、令和5年4月1日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均である。

区分

※技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致しているものではな
い。

　また、「平均給与月額（国　比較ベース）」は、比較のため、国家公務員と同じベース（＝時間外勤務
手当等を除いたもの）で算出している。

２ 　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当
などのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされている
ものである。

類似団体 42.1 297,497 342,732 314,460

（注）

能登町 39.4 279,200 335,866 289,132

国 47.8 321,176 ― 360,574

類似団体 52.0 674,553 1,313,984 850,995

区分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額
平均給与月額

（国比較ベース）

能登町 44.4 418,900 1,230,845 721,145

国 53.5 511,570 －

※年収ベースの「公務員(C)」及び「民間(D)」のデータは、それぞれ平均給与月額を12倍したものに、公務員においては前年度
に支給された期末・勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値である。

区分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額
平均給与月額

（国比較ベース）

839,896

能登町 - - -
うち清
掃職員

3,684,500 4,321,100 0.85

参考
年収ベース（試算値）の比較

公務員（C) 民間（D) C／D

※民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用している。（令和2年～令和4年の3ヶ年平均）
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(2) 職員の初任給の状況（令和5年4月1日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

(3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和5年4月1日現在）

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

３　一般行政職の級別職員数等の状況

　 (1) 一般行政職の級別職員数及び給料表の状況（令和5年4月1日現在）

人 ％ 円 円

人 ％ 円 円

人 ％ 円 円

人 ％ 円 円

人 ％ 円 円

人 ％ 円 円

（注）１　能登町の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。
      ２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

150,100

技能労務職

医療職（三）

医療職（二）

医療職（一）

技能労務職

一般行政職

-

６級

区　　分

247,600

経験年数３０年

152,300
136,500

-
-
-
-

-
-
-

-
-204,900

14 8.9

主幹、所長

290,700

266,000

253,600
191,500

-

-

高　校　卒

29

239,400 364,200
373,200

最高号給の
給料月額

410,200

14.6

393,000

384,200

350,000

304,200

(該当者なし)

(該当者なし)

319,200

234,400

構成比
１号級の
給料月額

198,500

(該当者なし)

経験年数２０年経験年数１０年 経験年数２５年

(該当者なし)

(該当者なし)(該当者なし)

322,400

(該当者なし)

(該当者なし)
(該当者なし)

(該当者なし)

(該当者なし)

職員数

381,000

１級 主事、技師、学芸員

２級 主事、技師、学芸員

３級 係長、主査

38

37

高　校　卒

中　学　卒

標準的な職務内容

課長、事務局長、会計管理者、総合
支所長

４級

５級

区　　　         分

16

23

18.5

24.2

23.6

10.2

一般行政職
大　学　卒

支所長、課長補佐、次長、室長

大　学　卒

短 大 三 卒

大　学　卒

短 大 三 卒 181,100
216,000

大　学　卒

高　校　卒

中　学　卒

-
154,600
151,900

185,200 185,600 185,200

能　登　町 国石川県

大　学　卒

高　校　卒

区　　　分

155,000 154,600
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（注）平成18年度に8級制から6級制に変更している。（旧給料表の1級及び2級並びに4級及び5級をそれぞれ統合）　

(2) 国との給料表カーブ比較表（行政職（一））（令和5年4月1日現在）

（百円）

能登町（R5）

国家公務員（R5）

給

料

月

額

昇 給

国10級（特に重要課長）

国９級（課長）

国８級（困難室長）

国７級（室長）

国６級（困難課長補佐）能登町６級（課長）
国５級（課長補佐）能登町５級（課長補佐）
国４級（困難係長）能登町４級（主幹）

国４級（困難係長）能登町４級（主幹）

国２級（上級係員）
能登町２級（主事）

国２級（上級係員）
能登町２級（主事）
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　 (2) 昇給への勤務成績の反映状況

４　職員の手当の状況

 (1) 期末手当・勤勉手当

千円 千円

（R4年度支給割合） （R4年度支給割合） （R4年度支給割合）

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

・役職加算5～15% ・役職加算5～20% ・役職加算5～20%

・管理職加算　なし ・管理職加算　15～25% ・管理職加算　10～25%

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

勤勉手当への勤務実績の反映状況（一般行政職）

１人当たり平均支給見込額（R5年度）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

（1.35）月分 （0.95）月分 （1.35）月分 （0.95）月分 （1.35）月分

標準の区分のみ適用

国

1,381 1,533

2.40月分 2.00月分 2.40月分

職制上の段階、職務の級等による加算措置

2.00月分 2.40月分 2.00月分

標準に加え、下位の区分も適用
標準の区分のみ適用

ロ 人事評価を実施していない

令和4年4月2日から令和5年4月1日までにおける運用
一般職員

（0.95）月分

能　登　町 石　川　県

標準に加え、上位及び下位の区分も適用
標準に加え、上位の区分も適用

能登町
管理職員 一般職員

国
特定管理職員

イ 人事評価を実施した 〇 〇 〇
〇 〇 〇 〇

〇

一般職員

〇

特定管理職員
イ 人事評価を実施した

〇 〇

令和4年度中における運用 能登町 国
管理職員 一般職員

標準に加え、下位の区分も適用

〇 〇 〇 〇
標準に加え、上位及び下位の区分も適用
標準に加え、上位の区分も適用

〇

ロ 人事評価を実施していない

１人当たり平均支給見込額（R5年度）



7

(2) 退職手当（令和5年4月1日現在）

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度 月分 月分 最高限度 月分 月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 その他の加算措置 定年前早期退職特例措置

（2～20％の加算） （割増率2～45％の加算）

１人当たり平均支給額　　　　

（注）

 (3) 地域手当

 (4) 特殊勤務手当 （令和5年4月1日現在）

1

7

8

支給対象地域 支給率

支給実績（R4年度決算見込)

退職手当の１人当たり平均支給額は、前年度に退職した職員に支給された平均額である。

28.0395 33.27075

90

日額　500円

月額　1,500円

日額　300円
※新型コロナウイルス感染症関係
　作業
日額　3,000円又は4,000円

日額　2,500円

日額　700円

日額　700円斎場職員特殊勤務手当 斎場職員 斎場勤務

特殊勤務手当

6
火葬作業等従事職員

火葬作業等従事職員 操炉作業
特殊勤務手当

4 保育所保育士特殊勤務手当 保育所保育士 保育所に勤務

5
感染症防疫作業従事職員 感染症防疫作業従事職

員
防疫作業

3
除雪業務従事職員 除雪用車両運転業務 大型特殊自動車

特殊勤務手当 従事職員 の運転

滞納整理従事職員
特殊勤務手当

未収債権等の滞納整理
従事職員

未収債権等の滞納整
理

2
ごみ処理、し尿処理作業等 ごみ処理、し尿処理

清掃作業
従事職員特殊勤務手当 作業等従事職員

手当の種類（手当数） 8

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価

　種類

3金沢市 3 ％

支給職員１人当たり平均支給年額（R4年度決算）

支給実績（R4年度決算）

職員全体に占める手当支給職員の割合（R4年度） 20.54

支給対象職員数

1

5,834

国の制度（支給率）

人 ％

千円

千円

47.709 47.709 47.709

（令和4年度）7,635千円

支給職員１人当たり平均支給年額（R4年度決算見込） 90,240

39.7575 47.709 39.7575

（支給率）　　　　　　　　　　自己都合  　　　　　（支給率）　　　　　　　　　　自己都合  　　　　

19.6695 24.586875 19.6695

能　　登　　町 国

日額　300円

127

47.709

33.27075

24.586875

28.0395

47.709

　％

円

千円

処遇改善特例手当
保育所に勤務する職員、放課後児
童クラブに勤務する職員、医療技
師、看護師、看護補助者

保育所、放課後児童
クラブ、病院

月額　9,000円～10,000円
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 (5) 時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

(6) その他の手当

・27,000円以下　家賃-16,000円

・27,000円を超え61,000円未満

　　　　　×1/2＋11,000円

・61,000円以上　28,000円

 2　～　　5ｋｍ　　　　　2,000円
 5　～　10ｋｍ　　　　　4,200円
10　～　15ｋｍ　　　　　7,100円
15　～　20ｋｍ　　　　10,000円
20　～　25ｋｍ　　　　12,900円
25　～　30ｋｍ　　　　15,800円
30　～　35ｋｍ　　　　18,700円
35　～　40ｋｍ　　　　21,600円
40　～　45ｋｍ　　　　24,400円
45　～　50ｋｍ　　　　26,200円
50　～　55ｋｍ　　　　28,000円
55　～　60ｋｍ　　　　29,800円
60　～　　　　　　　　31,600円

円休日勤務手当 同 ― 927 千円 71,308
祝日及び年末年始に勤務した職
員に通常の時間単価に
135/100を乗じた額を支給

79,750

○電車・バスの利用

同 ― 13,717

困難な業務を掌握する課長

千円

210,068

課 長 補 佐 12,000 円

異

通勤手当

課 長 30,000 円
課 参 事 18,000 円

　定期代55,000円まで全額

○乗用車等の利用

○管理又は監督の職務

40,000 円
管理職手当

保 育 所 長 10,000 円

―

円

○父母等
○配偶者がいない職員の扶養親
族のうち子１人目
10,000円
父母等1人目
6,500円
○16歳から22歳までの子
　　　　　　　　1人5,000
○借家の場合

同 5,377 206,808 円
　　　　（家賃－27,000円）

扶養手当

○配偶者

同

住居手当

職員１人当たり平均支給年額（R3年度決算） 18

―

○子

千円

支給実績
手　当　名 内容及び支給単価

支給実績（R4年度決算） 26,746

円

千円

円

248,424

職務の級
及び区分
に応じた

定額

9,243 千円

（R4年度決算見込）
平均支給年額

支給職員１人当たり

24,594

20,858

国の制度
との異同

国の制度
と異なる

内容
（R4年度決算見込）

職員１人当たり平均支給年額（R4年度決算） 279
支給実績（R3年度決算）



9

５　特別職の報酬等の状況（令和5年4月1日現在）

円 円／ 円
円 円／ 円
円 円／ 円
円 円／ 円
円 円／ 円

月分

月分

　　（算定方式） （１期の手当額） 　（支給時期）
円 　任期毎に支給
円 　任期毎に支給

６　職員数の状況
　(1) 部門別職員数の状況と主な増減理由 （各年４月１日現在）

人口1万当たり職員数　　　　　　　　　　 人
（類似団体の人口1万当たり職員数 人）

人口1万当たり職員数　　　　　　　　　　 人
（類似団体の人口1万当たり職員数 人）

人口1万当たり職員数　　　　　　　　　　 人

（注）１　職員数は一般職に属する職員数である。
　　　２　[     ]内は、条例定数の合計である。

配置職員の見直し(専門職の配置）

医師、看護師、医療技師の減

＜参考＞
事務縮小（業務見直し）

欠員補充

主 な 増 減 理 由

＜参考＞

合　　計
367 354 ▲ 13 ＜参考＞

〔417〕 〔417〕      0     ］ 226.43

15 14 ▲ 1
小　計 143 137 ▲ 6

事務宿所(機械化）
下水道 4 4 0

　公
　営
　企会
　業計
　等部
　 　門

病　院 115 110 ▲ 5
水　道 9 9 0

その他

▲ 7 138.80
93.72

教育部門 26 25 ▲ 1

小　計 224 217

▲ 6 122.81
76.54

衛　　生 25 23 ▲ 2

計 198 192

土　　木 12 12 0
民　　生 59 58 ▲ 1

農林水産 14 15 1
商　　工 6 5 ▲ 1

労　　働 1 1 0 配置職員の見直し

総　　務 67 64 ▲ 3

普
通
会
計
部
門

一
般
行
政
部
門

議　　会 3 3 0

税　　務 11 11 0

（注） １　退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額（減額前）及び支給率に基づき、１期（４
年＝４８月） 勤めた場合における退職手当の見込額である。

　　　　　　　　区
分

職 員 数 対前年
増減数令和4年 令和5年

19,145,360
副 町 長 7,531,760

　給料月額×（勤続期間支給率(0.837）＋役職加算分（5））×4年

　給料月額×（勤続期間支給率(0.837）＋役職加算分（2.2））×4年

退
職
手
当

町 長

期
末
手
当

町 長

備　　　　考

議 長

副 町 長

議 員

3.30

副 議 長 3.30

副 議 長 280,000 360,000

　　（R4年度支給割合）

　　（R4年度支給割合）

345,000 157,000

492,000
副 町 長 620,000 710,000 468,000

報

酬

議 長 310,000 420,000 230,000
180,000

議 員 260,000

区 分 給 料 月 額 等
給

料
町 長 820,000 880,000

（参考）類似団体における最高／最低額
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(2) 年齢別職員構成の状況（令和5年4月1日現在）

(3) 職員数の推移
（単位：人・％）

％）

％）

％）

％）

％）

（注）各年における定員管理調査において報告した部門別職員数

(▲ 6.1

25

394 381

(▲ 5.4

(▲ 10.7

(▲ 12.7

(▲ 8.8

▲ 14

374

職員数

192

　
年度
部門別

59歳

総合計

▲ 20

367 ▲ 34354388

217

公営企業等会計計 157 156 147 147

224

137

28 27 27 27

普通会計計 231 238 234

教育

227

一般行政 203 211 207 200

354

30 31 R2 R3 R4 過去５年間の
増減数（率）

334 20 21 20 33 42

R5

人人

23 2749 49 33
人 人 人 人 人

31歳

人 人 人

計

人

39歳 43歳 47歳 51歳 55歳

人 人

以上

60歳40歳 44歳 48歳 52歳

～ ～

56歳

～～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

36歳

区　分

20歳 20歳 24歳 28歳 32歳

未満 23歳 27歳 35歳

143

▲ 3

198 ▲ 11

26

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

20歳

未満

20-
23

24-
27

28-
31

32-
35

36-
39

40-
43

44-
47

48-
51

52-
55

56-
59

60歳

以上

構成比

５年前の構成比

%
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７　公営企業職員の状況
  　① 職員給与費の状況
     ア　決算

【水道事業】

【下水道事業】

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。
   　   ２　職員数は、令和4年4月1日現在の人数である。 また、任期付短時間勤務職員
   　　    （再任用職員（短時間勤務））を含み、会計年度任用職員を含まない。
　　　３　給与費については、任期付短時間勤務職員（再任用職員（短時間勤務））の
　　　　給与費が含まれているが、会計年度任用職員の給与費は含まれていない。

イ　 特記事項
能都町、柳田村及び内浦町の３町村が、平成17年3月1日に合併し能登町となった。

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（令和5年4月1日現在）【水道事業及び下水道事業】

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

（注）１　平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。  

　　　２　類似団体の平均年齢は、会計年度任用職員を含んで算出している。

　　　　　　区　　分

能登町

45.7

平　均　年　齢 基本給 平均月収額

44.7 338,700 463,411

千円

5,437 4,893

330,766 493,186
類似団体平均

水道事業

下水道事業

335,310 500,619

千円
R4 9 31,810 5,089 12,036 48,935
年度 人 千円 千円 千円 千円

一人当たり （参考）
R3平均一人

当たり給与費　　　　　　 給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 計　　　　Ｂ   給与費  Ｂ／Ａ　　

8.8

Ｂ　 　　　  Ｂ／Ａ

区分 職員数 給　　　与　　　費

R4 696,782 19,354 61,199

める職員給与費比率

年度　　　　千円 千円　 千円　 ％　　　　

実質収支 職員給与費比率 R3年度の総費用に占

（参考）

10.2
％　

総費用に占める

区分 職員数 給　　　与　　　費

R4

区分 総費用 職員給与費

％　

年度

44.3

純損益又は

R4
千円

（参考）
R2平均一人

当たり給与費  給与費  Ｂ／Ａ　　

6,486

一人当たり

4 14,210 1,336 5,506 21,052 5,263
人 千円 千円 千円 千円 千円

　　　　　　 給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 計　　　　Ｂ

840,170 -21,337 26,976 3.2 5.0
年度　　　　千円 千円　 千円　 ％　　　　

職員給与費比率 R3年度の総費用に占

Ａ  Ｂ　 　　　　Ｂ／Ａ める職員給与費比率

実質収支

区分 総費用 純損益又は 職員給与費 総費用に占める （参考）

Ａ  
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 ③ 職員の手当の状況
 ア　期末手当・勤勉手当
【水道事業】

千円　 千円　

（R4年度支給割合） （R4年度支給割合）

　　　　　　　　期末手当　　　勤勉手当 　　　　　　　　期末手当　　　勤勉手当

月分 月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

【下水道事業】

千円　 千円　

（R4年度支給割合） （R4年度支給割合）

　　　　　　　　期末手当　　　勤勉手当 　　　　　　　　期末手当　　　勤勉手当

月分 月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

（1.35） （0.95） （1.35） （0.95）

１人当たり平均支給額（R4年度） １人当たり平均支給額（R4年度）

1,337 1,381

2.40 2.00 2.40 2.00

能　　　登　　　町 能登町　（一般行政職）

（1.35）

1,377

2.40 2.00

能　　　登　　　町

1,381

2.40 2.00

能登町　（一般行政職）

（0.95） （1.35） （0.95）

１人当たり平均支給額（R4年度） １人当たり平均支給額（R4年度）
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イ　退職手当（令和5年4月1日現在）【水道事業及び下水道事業】

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度 月分 月分 最高限度 月分 月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 その他の加算措置 定年前早期退職特例措置

（2～20％の加算） （割増率2～45％の加算）

１人当たり平均支給額　　　　

（注）　退職手当の１人当たり平均支給額は、前年度に退職した職員に支給された平均額である。

ウ　地域手当（令和4年4月1日現在）【水道事業及び下水道事業】　　該当なし

エ　特殊勤務手当（令和4年4月1日現在）【水道事業及び下水道事業】　　該当なし

オ　時間外勤務手当
【水道事業】

千円

千円

千円

千円

【下水道事業】
千円

千円

千円

千円

（注） 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。

カ　その他の手当
【水道事業】

円

円

円

円

【下水道事業】

円

円

円

円

210,000
通勤手当 821 千円 102,600

1,098 千円

管理職手当 504 千円 252,000

274,500
住居手当 210 千円

支給職員１人当たり
手　当　名 内容及び支給単価 （R4年度決算） 平均支給年額

（R4年度決算）

支給職員１人当たり平均支給年額（R3年度決算） 34

一般行政
職の制度
との異同

一般行政職
の制度と異
なる内容

支給実績

支給実績（R4年度決算） 1,539
支給職員１人当たり平均支給年額（R4年度決算） 171
支給実績（R3年度決算） 374

47.709 47.709 47.709 47.709

－ －

28.0395 33.27075 28.0395 33.27075

39.7575 47.709 39.7575 47.709

能　　登　　町 国

（支給率）　　　　　　　　　　自己都合  　　　　（支給率）　　　　　　　　　　自己都合  　　　　

19.6695 24.586875 19.6695 24.586875

支給職員１人当たり平均支給年額（R3年度決算）

支給実績（R4年度決算）

通勤手当

住居手当

扶養手当

手　当　名

管理職手当

100,650
144,000

240,000

支給実績

一般行政職と同じ 同左

240,000

支給職員１人当たり

240 千円

平均支給年額
（R4年度決算）

7

一般行政
職の制度
との異同

一般行政職
の制度と異
なる内容

内容及び支給単価

同左

240 千円

144 千円

403 千円

（R4年度決算）

69
支給職員１人当たり平均支給年額（R4年度決算） 17
支給実績（R3年度決算） 28

扶養手当

一般行政職と同じ 同左 同左
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１ 職員の勤務時間その他勤務条件の状況

　(1) 勤務時間の状況（令和5年4月1日現在）

～ （1日当たり　7時間45分　１週間当たり　38時間45分）

～ （60分間）
（注） 業務の性質により、上記の勤務時間によることができない勤務箇所の勤務時間は、別に定めています。

　(2) 休暇の状況（令5年4月1日現在）

下記以外 ９０日以内

結核性疾患 １年以内

公務上又は通勤による負傷又は疾病 必要と認められる期間

公民としての権利を行使する場合 必要と認められる期間

必要と認められる期間

骨髄提供者となる場合 必要と認められる期間

ボランティア活動に参加する場合 ５日以内

結婚する場合 連続する５日以内

産前の場合 

産後の場合 産後８週間

１日２回それぞれ３０分以内

妻が出産する場合 ２日以内

育児参加をする場合 ５日以内

家族の看護をする場合

短期の介護をする場合 ５日以内

親族が死亡した場合 親族の区分により１日から７日以内

１日以内

心身の健康の維持・増進等の場合 連続する５日以内

災害により滅失等した住居の復旧作業等の場合 ７日以内

必要と認められる期間

必要と認められる期間

生理休暇 必要と認められる期間

配偶者、父母、子等を介護する場合 ６月以内

職員の服務等について

勤務時間 8:30 17:15

休憩時間 12:00 13:00

区　分 事　由 期　間

　年次有給休暇
 １暦年つき２０日（２０日を限度に翌年に繰
り越すことができます。）

　病気休暇

　特別休暇
証人等として国会等に出頭する場合

産前８週間（多胎妊娠の場合は10週間）

妊娠中又は出産後１年以内の女子職員が受け
る保健指導又は健康診査

４週間に１回～１週間に１回

保育時間の場合（生後1年に達しない子）

５日以内（子が2人以上の場合10日）

父母を追悼する場合

災害・交通機関の事故等により出勤が著し
く困難な場合
災害時に退勤途上の身体の危険を回避する場合

　介護休暇 
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２ 職員の分限及び懲戒処分の状況

　(1) 分限処分の状況

　(2) 懲戒処分の状況

３ 職員の服務の状況

　(１)  年次有給休暇の使用状況（令和5年1月1日～令和5年12月31日）

日 日 人 日 ％

注

２　総付与日数には、前年からの繰越分を含みます。

　(２) 育児休業及び部分休業の利用状況（令和5年4月1日～令和6年3月31日）

2 1

6 3
# 3
8 4
# 3

注

2

6

115
職員
女性 2 6

1

職員

「育児休業取得者数」、「部分休業取得者数」、「うち両休業取得者数」の欄の上段は、令和5年
度に新たに育児休業（部分休業）を取得した者、下段は育児休業（部分休業）の期間が令和4年度
以前から引き続いている者の数です。

男性

  地方公務員法では、勤務成績が良くない場合、心身の故障により職務遂行に支障がある等の場合、職に必要な適格性を欠く
場合又は職制等の改廃等により過員等を生じた場合のいずれかに職員が該当するときは、分限処分として、その意に反し
て、職員を降任し又は免職することができることになっています。

  また、心身の故障のため、長期休養をする場合又は刑事事件に関し起訴された場合のいずれかに職員が該当するときも、分
限処分として、その意に反して、職員を休職することができます。

　令和5年度における分限処分の状況は次のとおりです。　　　　　　　　単位：人

降　任 免　職 休　職 降　給 計

－ － 4 － 4

　地方公務員法では、職員が、法令に違反した場合、職務上の義務に違反し又は職務を怠った場合若しくは全体の奉仕者た
るにふさわしくない非行があった場合には、懲戒処分として、戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができることに
なっています。

　令和5年度における懲戒処分の状況は次のとおりです。　　　　　　　　単位：人

戒　告 減　給 停　職 免　職 計

－ － － － 0

総付与日数 総使用日数 対象職員数 平均使用日数 消化率

Ａ Ｂ Ｃ Ｂ／Ｃ Ｂ／Ａ

9,005 2,880 229 12.6 32.0
１　対象職員数は、令和5年1月1日から令和5年12月31日までの全期間を在職した職員数（年度途中の退
職、採用者、育児休業・休職等の事由がある職員並びに派遣職員を除きます。）です。

育児休業 部分休業
令和5年度中に
新たに育児休業
が取得可能と
なった職員

取得者数 取得者数 うち育児休業 うち部分休業
うち両 取得者数 取得者数
休業取 うち両
得者数 休業取

得者数

計 3 11 8 1 1
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　(３) 介護休暇の取得状況（令和5年4月1日～令和6年3月31日）（単位：人）

1
1

４　職員研修及び勤務成績の評定の状況
　(１) 令和5年度研修概要と研修実績

市町村職員中央研修所
住民必要な専門的知識の習得
固定資産税課税事務（家屋） 固定資産税（家屋）課税事務に必要な専門的知識の習得

石川県職員研修所
１．指定研修
初任者研修
新任係長研修
新任課長補佐研修
新任課長研修
地方行財政研修1
地方行財政研修3
説明能力向上研修（実践編）
財務事務研修（予算・決算・出納）
財務事務研修（契約・物品・財産）
法制執務研修（基礎編）
法制執務研修（技術編）
文書作成力向上研修（基礎編）
文書作成力向上研修（応用編）
ワンペーパー資料作成（図解表現力）向上研修
住民ｻｰﾋﾞｽ向上・クレーム対応研修
２．選択研修
コミュニケーションスキル向上研修
管理者特別研修（全4回）
税務事務研修
仕事効率化研修
アンガーマネジメント研修
戦略的広報研修
入札・契約事務研修（オンデマンド）

奥能登広域圏共同研修会
第1回共同研修会（映画「ふるさとがえり」上映会）

町独自研修
初任者研修
管理職研修（評価者研修）
一般職研修（ハラスメント防止研修）
一般職研修（DX研修）

派遣研修
石川県後期高齢者医療広域連合
奥能登広域圏事務組合

9
1日 9

1

捜索及び公売手続きについての知識の習得・実務処理能力の向上 1日

公文書作成のための基本知識の習得と平易かつ適切な文書の作成能力の向上 1日

1
財務事務に関する専門的知識、実務処理能力の向上 2日 9

6財務事務に関する専門的知識、実務処理能力の向上

時間生産性を職場全体で向上させる業務改善方法を習 1日 2

スムーズなコミュニケーションのためのポイントの理解、正確に伝え・聴くことの体得 1日

1日

様々な場において、相手に分かりやすく説明するプレゼンテーション能力の向上 1日
1日 1

0

人数

1日 3高度の行政管理能力と時代に即応した行政感覚を養う

7

9
2日
2日

0

4

1

4日

12日間

姉妹

リーダーとしての役割の自覚と能力向上
管理者としての役割と基礎的な組織運営能力の向上

地方公務員としての自覚と基礎知識等の習得

取得者数
の父母

配偶者 兄弟 その他父母 子 配偶者 祖父母
介護休暇 要介護者数（職員との続柄別）

接遇能力の向上と、クレームに対応するための基本的な知識・能力の習得

2日

男性職員

女性職員 1
計 1 0

研　　修　　名 研　修　の　目　的

0 0 0

住民税課税事務に必要な専門的知識の習得 12日間 1

期間

文書に説得力を持たせる構成方法の学習・文書表現力

6
監督者として必要な先見性と創造性を兼ね備えた政策立案能力を習得する
自治体職員にとって最も基本的な地方行財政制度についての知識の習得

2日
法の体系、条例制定などの法制執務の基本原則を学ぶ

図解表現によるわかりやすい資料の作成技術の習得 1日 6
1日 2

1
法の立案・改正等の技術の習得 1日 1

各1日 3リーダーって何やねん！？人のこころのつかみか方／人を活かすリーダーシップのヒント

怒りの感情の付き合い方、ストレスの軽減や円滑なコミュニケーションを図るための手法の習得 1日 1

地方公務員（町職員）としての基礎知識の習得

入札・契約事務を適正に運営するための基本的な知識の習得・実務処理能力の向上 1日 2

2

実践的な広報技術の習得 1日 1

3時間 10

1年 1
1年 1

小　　計 190

28
自治体ＤＸの必要性、他自治体での先進事例等を学ぶ 半日×2回 50

半日×2回 7
目標設定や、公正な評価と処遇を実現するための評価のポイントを理解する（動画教材） 5
ハラスメントを理解し、被害者加害者にならないための研修 半日×2回
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　(２) 職員の勤務成績の評定状況

５　職員の福祉及び利益の保護の状況

　(1) 厚生制度の状況

公務能率の向上を図るため、職員の健康管理、元気回復等の厚生事業を実施しており、令和5年度の状況は次のとおりです。

定期健康診断

人間ドック検査

インフルエンザ予防接種

※公立宇出津総合病院の職員を除き、会計年度任用職員を含む。

　(２) 公務災害保障の状況（令和5年4月1日～令和6年3月31日）

６　令和5年度における公平委員会の業務の状況

　１ 勤務条件に関する措置の要求の状況

該当ありません

　２ 不利益処分に関する不服申立ての状況
該当ありません

評定対象職員 全職員（当面の間、医師を除く）

実施状況

314名全職員

評定対象期間 10月1日～9月30日

評定項目

（１）チェレンジ目標：高い目標を自ら設定し果敢に挑戦する姿勢
（２）能力評価：能力：職務を通じて発揮された職務遂行能力
（３）態度評価：取組姿勢：職務を遂行していくうえでの態度や意欲
（４）業績評価：業務の達成度

評定結果の反映

66名

128名

　職員が公務遂行中及び通勤中に負傷したり、公務が原因となって発症した疾病等公務上の災害として認
定した件数は次のとおりです。

認　定　件　数
内　　　訳

公　務　災　害 通　勤　災　害

　地方公務員法第２３条の３の規定に基づき、職員の執務について定期的に勤務成績の評定を行い、その評定の結
果に応じた措置を講じています。

3 3

健康管理事業

区分 主な項目 対象者

　　〃

　　〃

定期昇給、昇給・昇格の参考、勤勉手当の成績率
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